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平成15年度　中小企業組合検定試験

全国中小企業団体中央会

問題  解答　　 組合運営（3）と 3

第４問

次のａ～ｃの文章は、中小企業施策について述べたものである。文中の

の中に、各文章の下に掲げる語群の中から最も適切と思われるものを選び、その

記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

ａ　高度化事業制度には、中小企業の事業の共同化及び工場・店舗等の 化

等の中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う事業協同組合等に対する高度

化融資、地域の中小企業者の能力向上に資する支援施設の設置運営等の中小企

業構造の高度化を支援する事業を行う第三セクター等に対する高度化 な

どの資金の支援方法があり、高度化融資は融資と とが一体となって行わ

れるところに特色がある。特別な法律に基づく認定を受けた場合や環境保全・

公害防止等施設を設置する事業（構造 高度化事業）に対しては無利子の

融資が行われる。

ｂ　わが国各地域には基盤的技術産業集積（部品、金型、試作品等を製造する製

造業の集積）、産地や大企業の企業城下町などの産業集積が多数存在する。製造

業の空洞化の影響を受けて厳しい状況にある産業集積を総合的に支援する目的

で制定された法律が「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」である。こ

の法律に基づき知事が作成し、国の「同意」を得た 化計画に則して、中

小企業又は組合等は、基盤的技術産業集積にあっては高度化等計画・高度化等

⑤

④

③

②

①

［語　群］
ア　出資 イ　限定 ウ　事業 エ　投資 オ　改善
カ　集団 キ　教育 ク　診断 ケ　統合 コ　改革
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ａ b c

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

カ ア ク オ ウ イ イ エ キ カ

円滑化計画を、産地や企業城下町等の産業集積にあっては 計

画・ 円滑化計画を作成し、知事の承認を得て支援を受けることになる。

ｃ　中小企業支援法（旧中小企業指導法の改正）の施行に伴い設置された３種類

の支援センターのうち、中小企業・ベンチャー総合支援センターは、 が

全国８カ所に設置した支援センターである。もうひとつは都道府県等中小企業

支援センターであり、都道府県の に設置されている。あとひとつは、商

工会議所、商工会、中央会等に設置されている 中小企業支援センターで

ある。

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

［語　群］
ア　基本 イ　進出 ウ　活性 エ　推進

［語　群］
ア　広域 イ　中小企業庁 ウ　商工組合中央金庫（商工中金）
エ　中小企業総合事業団 オ　支所 カ　地域 キ　指定法人

〔解答〕

第４問

□

東京都中央会・多摩連絡所（立川）をご利用ください

　◇相談日　毎週火曜日　午前９時30分～午後５時

　◇場　所　多摩中小企業会館　地下１階（立川市錦町２－２－32　1042－525－6811）

　　※相談に来訪の方は、相談内容と来訪時間を本会振興課（103－3542－0386）まで、

　　　事前にご連絡いただければ幸いです。


